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議案第 ２ 号 

 

岩見沢市犯罪被害者等支援条例の設定について 

 

 岩見沢市犯罪被害者等支援条例を次のように定める。 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ３ 日提出 

 

岩見沢市長 松 野   哲   

 

岩見沢市犯罪被害者等支援条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、犯罪被害者等基本法（平成１６年法律第１６１号。以下

「法」という。）及び北海道犯罪被害者等支援条例（平成３０年北海道条例第

７号。以下「道条例」という。）の規定を踏まえ、犯罪被害者等への支援（犯

罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、安心して暮らすこと

ができるようにするための取組をいう。以下同じ。）に関し、基本理念を定め、

及び市等の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定め

ることにより、犯罪被害者等への支援に関する施策を円滑に推進し、犯罪被

害者等が受けた被害の回復又は軽減を図り、もって誰もが安心して暮らすこ

とができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、特別の定めがある場合を除き、法

及び道条例において使用する用語の例による。 

 （基本理念） 

第３条 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜ

られるよう、配慮して行われなければならない。 

２ 犯罪被害者等への支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれて

いる状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、二次被害を生じさ
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せることのないよう十分配慮して行われなければならない。 

３ 犯罪被害者等への支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよ

う、その受けた被害を回復し、又は軽減するために必要な支援が提供される

よう行われなければならない。 

 （市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、

犯罪被害者等への支援に関する施策を策定し、関係機関等との連携並びに市

民等及び事業者の協力の下、実施するものとする。 

 （市民等の責務） 

第５条 市民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及

び犯罪被害者等への支援の必要性について理解を深め、二次被害を生じさせ

ることのないよう十分配慮するとともに、市が実施する犯罪被害者等への支

援に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 （事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及

び犯罪被害者等への支援の必要性について理解を深め、その事業活動を行う

に当たっては、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、

市が実施する犯罪被害者等への支援に関する施策に協力するよう努めるもの

とする。 

２ 事業者は、犯罪被害者等である従業員の就労について十分配慮するよう努

めるものとする。 

 （相談及び情報の提供等） 

第７条 市は、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、

必要な情報の提供及び助言を行うため、総合的な窓口を設置するものとする。 

 （関係機関等との連携） 

第８条 市は、前条に規定する相談、情報の提供及び助言を適切に行うととも

に、犯罪被害者等への支援に関する施策を推進するために、関係機関等との

連携を図り、迅速かつ効果的に相互協力をすることができる体制を構築する

ものとする。 

 （見舞金の支給） 



３ 

第９条 市長は、犯罪被害者の受けた被害（犯罪行為（犯罪被害者等給付金の

支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律（昭和５５年法律第３６号）

第２条第１項に規定する犯罪行為をいう。以下同じ。）による死亡若しくは規

則で定める重傷病（以下「重傷病」という。）又は規則で定める性犯罪（以下

「性犯罪」という。）による被害に限る。）の原因となった犯罪行為が行われ

た時又は性犯罪があった時において、当該死亡した者の遺族又は当該重傷病

を負った者若しくは性犯罪により被害を受けた者が市内に住所を有していた

場合、これらの者に対し、見舞金を支給する。 

２ 見舞金の額は、次の各号に掲げる種類に応じ、当該各号に定める額とする。 

(1) 遺族見舞金 ３０万円 

(2) 重傷病見舞金 １０万円 

(3) 性犯罪被害見舞金 １０万円 

 （居住の安定） 

第１０条 市は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪

被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居における配慮その他の

必要な支援を行うものとする。 

 （広報及び啓発） 

第１１条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等への支援の

必要性、二次被害防止の重要性、市を含む行政機関、民間団体等が実施して

いる犯罪被害者等への具体的な支援策等について市民等及び事業者の理解を

深めるため、広報及び啓発を行うものとする。 

 （犯罪被害者等への支援を行わないことができる場合） 

第１２条 市は、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等

への支援を行うことが適切でないと認められる場合は、犯罪被害者等への支

援を行わないことができる。 

 （委任） 

第１３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （適用区分） 

２ 第９条の規定は、施行日以後に行われた犯罪行為により死亡した者の遺族

若しくは重傷病を負った者又は施行日以後にあった性犯罪により被害を受け

た者に対し適用する。 

 

 

 



  

議案第 ３ 号 

 

岩見沢市事務分掌条例の一部改正について 

 

岩見沢市事務分掌条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 ７ 年 ３ 月 ３ 日提出 

 

岩見沢市長 松 野   哲   

 

岩見沢市事務分掌条例の一部を改正する条例 

 

岩見沢市事務分掌条例（昭和４５年条例第３６号）の一部を次のように改正

する。 

  

第１条中 

「企画財政部 

 情報政策部 

健康福祉部」 

を 
「企画財政部 

 健康福祉部」 
に改める。 

第３条総務部の項中第７号を第９号とし、第６号の次に次の２号を加える。 

(7) 契約に関する事項 

(8) 工事の検査に関する事項 

第３条企画財政部の項第７号中「契約」を「情報政策及び情報システム」に

改め、同項第８号を削り、同条情報政策部の項を削る。 

  

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 



議案第  ３  号 参考資料  

 

岩見沢市事務分掌条例の一部を改正する条例の概要 

 

第１ 改正の趣旨 

  企画部門と情報部門を統合し、情報政策の総合的な推進を図るため、組織

の再編成を行う。  

 

第２ 改正の内容 

(1) 契約に関する事項及び工事の検査に関する事項を企画財政部から総務

部に移管する。 

(2) 情報政策及び情報システムに関する事項を情報政策部から企画財政部

に移管する。 

 

第３ 施行期日 

令和７年４月１日 
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議案第 ４ 号 

 

岩見沢市情報公開条例等の一部改正について 

 

 岩見沢市情報公開条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

  令和 ７ 年 ３ 月 ３ 日提出 

 

岩見沢市長 松 野   哲   

 

岩見沢市情報公開条例等の一部を改正する条例 

 

（岩見沢市情報公開条例の一部改正） 

第１条 岩見沢市情報公開条例（平成１４年条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

  第２２条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（岩見沢市個人情報の保護に関する法律施行条例の一部改正） 

第２条 岩見沢市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和５年条例第２

号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２条第３項各号列記以外の部分及び第４項中「懲役」を「拘禁刑」

に改める。 

（一般職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 一般職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第５号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１６条の２第３号及び第４号並びに第１６条の３第１項第１号及び第５

項第１号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。 

（岩見沢市恩給条例の一部改正） 

第４条 岩見沢市恩給条例（昭和２９年条例第２１号）の一部を次のように改

正する。 

  第１２条第４項第２号及び第４９条中「禁こ」を「拘禁刑」に改める。 
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（岩見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例の一部改正） 

第５条 岩見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例（昭和６３年条例

第１１号）の一部を次のように改正する。 

第１３条第１項第１号及び第５項第２号、第１４条の見出し及び同条第１

項第１号、第１５条第１項第１号並びに第１７条第４項中「禁錮」を「拘禁

刑」に改める。 

（岩見沢市における散骨の適正化に関する条例の一部改正） 

第６条 岩見沢市における散骨の適正化に関する条例（平成１９年条例第２２

号）の一部を次のように改正する。 

第１２条各号列記以外の部分中「懲役」を「拘禁刑」に改める。 

（岩見沢市鉄北地域振興センター条例の一部改正） 

第７条 岩見沢市鉄北地域振興センター条例（平成１９年条例第５号）の一部

を次のように改正する。 

  第７条第６号中「禁錮
こ

」を「拘禁刑」に改める。 

（岩見沢市公設卸売市場条例の一部改正） 

第８条 岩見沢市公設卸売市場条例（昭和４７年条例第２８号）の一部を次の

ように改正する。 

  第１０条の２第２項第２号及び第１５条第３項第２号中「禁錮」を「拘禁

刑」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

第２条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

２ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の

例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止

前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該

罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以

下「刑法等一部改正法」という。）第２条の規定による改正前の刑法（明治４
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０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に規定

する懲役（以下「懲役」という。）（有期のものに限る。以下この項において

同じ。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のも

のに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第１６条に規定する拘留

（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮は

それぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及

び短期を同じくする拘留とする。 

（人の資格に関する経過措置） 

第３条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前

の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃

止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適

用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有

期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘

留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 

（一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第４条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係

法律の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）並びにこの条例（以下

「刑法等一部改正法等」という。）の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除

く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第３条の規定による改正

後の一般職員の給与に関する条例第１６条の３第１項（第１号に係る部分に

限る。）及び第５項（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用については、

拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 

（岩見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例の一部改正に伴う経過

措置） 

第５条 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が

定められている罪につき起訴をされた者は、第５条の規定による改正後の岩

見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例第１３条第１項及び第５項、

第１４条第１項（第１号に係る部分に限る。）並びに第１７条第４項並びに岩

見沢市一般職の職員の退職手当支給に関する条例第１７条第３項の規定の適

用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。 



  



 

 

議案第 ５ 号 

 

岩見沢市における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に 

関する条例の一部改正について 

 

岩見沢市における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 ７ 年 ３ 月 ３ 日提出 

 

岩見沢市長 松 野   哲   

 

岩見沢市における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に 

関する条例の一部を改正する条例 

 

岩見沢市における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平

成２７年条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第２号中「第８項」を「第９項」に改め、同条第３号中「第１２項」

を「第１３項」に改め、同条第４号中「第１４項」を「第１５項」に改め、同

条第５号中「第１０項」を「第１１項」に改める。 

   

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 



  



 １

議案第 ６ 号 

 

岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例及び地方公務員法の 

一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正について 

 

岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例及び地方公務員法の一部改正

に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 ７ 年 ３ 月 ３ 日提出 

 

岩見沢市長 松 野   哲   

 

岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例及び地方公務員法の 

一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例 

 

（岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例の一部改正） 

第１条 岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例（昭和２６年条例第５

０号）の一部を次のように改正する。 

第２２条第１項中「規則で定める者」の次に「（第２２条の３第１項におい

て「配偶者等」という。）」を加える。 

第２２条の２の次に次の２条を加える。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第２２条の３ 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする

状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との

両立に資する制度又は措置（以下この条及び次条において「介護両立支援

制度等」という。）その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等

の申告、請求又は申出（次条において「請求等」という。）に係る当該職員

の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度

（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。）において、前項に規定する
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事項を知らせなければならない。 

  （勤務環境の整備に関する措置） 

第２２条の４ 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われる

ようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

（地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正） 

第２条 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例（令和５

年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  附則第２条中「第９条第３項」を「第９条第２項」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 



 

議案第  ６  号 参考資料  

 

岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例及び地方公務員法の一部 

改正に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例の概要 

 

第１ 改正の趣旨 

  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

の一部改正（令和６年法律第４２号）に伴い、仕事と介護の両立支援制度を

利用しやすい職場環境を整備するため、所要の規定の整備を行う。 

 

第２ 改正の内容 

 (1) 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等（第１条関係） 

  ア 介護を申し出た職員に対する個別の周知及び意向確認（改正後の岩見

沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例第２２条の３関係） 

イ 勤務環境の整備（改正後の岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する

条例第２２条の４関係） 

(2) 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律（令和６年法

律第７２号）附則第２０条の規定により、地方公務員法の一部を改正する

法律（令和３年法律第６３号）附則第９条第３項が同条第２項に繰り上が

ることに伴う引用規定の整理（第２条関係） 

 

第３ 施行期日 

令和７年４月１日 



  



１ 

議案第 ７ 号 

 

非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に 

関する条例及び岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の一 

部改正について 

 

非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に関する条例

及び岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例を次の

ように定める。 

 

令和 ７ 年 ３ 月 ３ 日提出 

 

岩見沢市長 松 野   哲   

 

非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に 

関する条例及び岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の一 

部を改正する条例 

 

（非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に関する条

例の一部改正） 

第１条 非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に関す

る条例（平成２０年条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２備考第２項中「国家公務員等の旅費支給規程（昭和２５年大蔵省

令第４５号）第１４条及び第１５条に規定する」を「市長が別に定める」に

改める。 

（岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正） 

第２条 岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例（平成２０年条例第２５

号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１備考第２項中「国家公務員等の旅費支給規程（昭和２５年大蔵省

令第４５号）第１４条及び第１５条に規定する」を「市長が別に定める」に
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改める。 

 

附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 



 

議案第  ７  号 参考資料  

 

非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に 

関する条例及び岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例の一 

部を改正する条例の概要 

 

第１ 改正の趣旨 

  国家公務員の旅費制度の見直しに係る国家公務員等の旅費に関する法律等

の一部改正に伴い、当市における旅費に係る規定の整備を行う。 

 

第２ 改正の内容 

国家公務員等の旅費支給規程の一部改正を受け、非常勤特別職職員の報酬

及び費用弁償並びに証人等の実費弁償に関する条例別表第２備考第２項及び

岩見沢市議会議員の議員報酬等に関する条例別表第１備考第２項中、宿泊料

に係る「甲地方」について、所要の規定の整備を行う。 

現行 改正後 

国家公務員等の旅費支給規程（昭和２

５年大蔵省令第４５号）第１４条及び

第１５条に規定する地域 

市長が別に定める地域 

 

第３ 施行期日 

令和７年４月１日 



  



議案第 ８ 号 

 

岩見沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 

の一部改正について 

 

岩見沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

 

令和 ７ 年 ３ 月 ３ 日提出 

 

岩見沢市長 松 野   哲   

 

岩見沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例 

の一部を改正する条例 

 

 岩見沢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例（平成１９

年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条を削る。 

  

附 則 

(施行期日) 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

  (適用区分) 

２ この条例による改正後の岩見沢市長期継続契約を締結することができる契

約を定める条例の規定は、施行日以後に新たに締結する契約について適用す

る。 



  



１ 

議案第 ９ 号 

 

岩見沢市手数料条例の一部改正について 

 

岩見沢市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 ７ 年 ３ 月 ３ 日提出 

 

岩見沢市長 松 野   哲   

 

岩見沢市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 岩見沢市手数料条例（平成１２年条例第４号）の一部を次のように改正する。 

 

 別表建築物確認等申請手数料の部第１項第４号中「５００平方メートル」を

「３００平方メートル」に改め、「（確認の特例の場合にあっては、４２，０

００円）」を削り、同項第５号中「５００平方メートル」を「３００平方メー

トル」に改め、同項備考第１項第３号中「建築物を移転する場合」を「建築物

を移転し、その大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合」に、「当該移転」

を「当該移転、修繕又は模様替」に改め、同項第４号中「変更して建築物を移

転する場合」を「変更して建築物を移転し、その大規模の修繕又は大規模の模

様替をする場合」に改め、同備考に次の１項を加える。 

３ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平成２８年

国土交通省令第５号）第２条第１項第１号イ又はロに掲げる基準に適合する

かどうかの審査をする場合にあっては一の建築物につき、この項に規定する

金額に第７項に定める金額を加算した金額とする。 

別表建築物確認等申請手数料の部中第１１項を第１５項とし、第７項から第

１０項までを４項ずつ繰り下げ、第６項を第９項とし、同項の次に次の１項を

加える。 
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１０ 仮使用認定申請手数料 １件につき １３０，０

００円 

別表建築物確認等申請手数料の部中第５項を第８項とし、第４項を第６項と

し、同項の次に次の１項を加える。 

７ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第２条第

１項第１号イ又はロに掲げる基準に適合するかどうかの審査をする場

合に加算する金額 

(1) 一戸建ての住宅 

 

１件につき ７，５００

円 

(2) 共同住宅（長屋等を含む。） １件につき ３０，００

０円 

別表建築物確認等申請手数料の部第３項第１号中「１７，０００円」を「２

０，０００円」に改め、同項第２号中「２０，０００円」を「２４，０００円」

に改め、同項第３号中「２７，０００円」を「３２，０００円」に改め、同項

第４号中「５００平方メートル」を「３００平方メートル」に、「３５，００

０円」を「４２，０００円」に改め、「（検査の特例の場合にあっては、３１，

０００円）」を削り、同項第５号中「５００平方メートル」を「３００平方メ

ートル」に、「５７，０００円」を「６８，０００円」に改め、同項備考第１

項中「建築物を移転した場合」を「建築物を移転し、又はその大規模の修繕若

しくは大規模の模様替をした場合」に、「当該移転」を「当該移転、修繕又は

模様替」に改め、同部第３項を同部第４項とし、同項の次に次の１項を加える。 

５ 建築設備に関する完了検査申請又は完了通知に係る手数料 

 (1) 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 

 

１件につき １８，００

０円 

 (2) 岩見沢市の建築主事若しくは建築副主事

の確認を受けていない建築設備の計画に記載

された建築設備又は岩見沢市の建築主事若し

くは建築副主事の確認を受けた建築設備の計 

 

１件につき ２５，００

０円 



３ 

  画に記載されていない建築設備の場合  

 (3) 建築設備の計画の変更により、岩見沢市の

建築主事又は建築副主事の確認を受けた建築

設備の計画に記載された建築設備を変 

更したことがある当該建築設備の場合（当該

計画の変更について岩見沢市の建築主事又は

建築副主事の確認を受けてい ない場合に限

る。） 

１件につき １９，００

０円 

 別表建築物確認等申請手数料の部中第２項を第３項とし、第１項の次に次の

１項を加える。 

２ 建築設備に関する確認申請又は計画通知に係る手数料 

(1) 建築設備を設置する場合（次号及び第３号

に掲げる場合を除く。） 

１件につき １８，００

０円 

(2) 岩見沢市の建築主事又は建築副主事の確

認を受けた建築設備の計画に記載された建築

設備を変更する場合 

１件につき １２，００

０円 

(3) 指定確認検査機関又は北海道の建築主事

若しくは建築副主事の確認を受けた建築設備

の計画に記載された建築設備（岩見沢市の建

築主事又は建築副主事の確認を受けた建築設

備の計画に記載された建築設備を除く。）を変

更する場合 

１件につき １９，００

０円 

 別表低炭素建築物等認定申請手数料の部第１項第４号ア(ｱ)中「第１５条第１

項」を「第１４条第１項」に改める。 

 別表建築物エネルギー消費性能向上計画等認定申請手数料の部を次のように

改める。 

建築物エネルギー消費性能向上計画等認定申請手数料 

１ 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 

(1) 建築物エネルギー消費性能確保計画１件につき、次に掲げる場合の区 
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 分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 

 

 

 ア 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する一の建築物を単位として判 

 定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 

   (ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ(1)

及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合

 次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分（増築又は改築

の場合にあっては当該増築又は改築に係る部分に限り、エネルギー消

費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。以下この項、次項及び

第３項において同じ。）の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定

める金額 

    a 床面積の合計が２００平方メートル以

内のもの 

３９，０００円

 b 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの 

 ４３，６００円

  (ｲ) 基準省令第１条第１項第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ

(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に

掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分

に応じ、それぞれ次に定める金額 

   a 床面積の合計が２００平方メートル以

内のもの 

 ２９，３００円

  b 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの 

 ３２，４００円

 イ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は

計画を通知する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額 

   (ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ(1)

及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合

 次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計 
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 の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

   a 床面積の合計が３００平方メートル以  ７８，３００円

 内のもの 

  b 床面積の合計が３００平方メートルを     １３０，０００円

 超えるもの  

 (ｲ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ(1)

及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、

又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の

住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

    a 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの 

５８，１００円

 b 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

９７，０００円

  ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は

計画を通知する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額 

 (ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号イに

適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げ

る当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分（増築又は改築の場合に

あっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項、次項及

び第３項において同じ。）（エネルギー消費性能の算定の対象に該当し

ない部分を除く。(ｲ)並びに次項ウ(ｱ)及び(ｲ)並びに第３項ウ(ｱ)及び

(ｲ)において同じ。）の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額 

   a 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの 

２５７，０００円

b 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

３２２，０００円

 (ｲ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号ロに



６ 

適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げ

る当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 

  a 床面積の合計が３００平方メートル以 ９８，８００円

 内のもの 

 b 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

１２５，０００円

(ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る

１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

   a 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの 

１１，０００円

b 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

１８，９００円

 備考 

１ 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途

に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を

通知する場合は、それぞれの部分につき、ア及びウに規定する金額を合計

した金額とする。 

２ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有す

る一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合は、そ

れぞれの部分につき、イ及びウに規定する金額を合計した金額とする。 

２ 建築物エネルギー消費性能適合性判定変更手数料 

 (1) 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画１件につき、次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  ア 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する一の建築物を単位として判

定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める金額 
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   (ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ

(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する

場合 次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積 

 の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

    a 床面積の合計が２００平方メートル以 ２２，５００円

   内のもの 

    b 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの 

２４，８００円

  (ｲ) 基準省令第１条第１項第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及び

ロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 

次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

    a 床面積の合計が２００平方メートル以

内のもの 

１７，７００円

  b 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの 

１９，２００円

 イ 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は

計画を通知する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額 

   (ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ(1)

及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合

 次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計

の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

   a 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの 

４４，９００円

 b 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

７７，２００円

  (ｲ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ(1)

及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、
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 又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る１棟の建築物の

住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

   a 床面積の合計が３００平方メートル以 ３４，８００円

 内のもの 

 b 床面積の合計が３００平方メートルを ６０，７００円

  超えるもの 

 ウ 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は

計画を通知する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額 

  (ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号イに

適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げ

る当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 

    a 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの 

１３４，０００円

 b 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

１７０，０００円

  (ｲ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号ロに

適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げ

る当該計画に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 

   a 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの 

５４，９００円

 b 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

７２，２００円

  (ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該計画に係る

１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次

に定める金額 

   a 床面積の合計が３００平方メートル以 １１，０００円
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 内のもの 

 b 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

１８，９００円

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途 

 に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を

通知する場合は、それぞれの部分につき、ア及びウに規定する金額を合計

した金額とする。 

２ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有す

る一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合は、そ

れぞれの部分につき、イ及びウに規定する金額を合計した金額とする。 

３ 建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明書交付手数料 

(1) 軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画１件につき、次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 ア 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する一の建築物を単位として書

面を交付する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める

金額 

   (ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ(1)

及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係

る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計について、前項第１号ア(ｱ)

に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 

 (ｲ) 基準省令第１条第１項第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ

(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る１棟

の建築物の住宅部分の床面積の合計について前項第１号ア(ｲ)に掲げ

る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 

イ  共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として書面を交付する場

合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  (ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号イ(1)

及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係 
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 る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計について、前項第１号イ(ｱ)

に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 

(ｲ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第２号(1)及

びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けてい

た場合 当該計画に係る１棟の建築物の住宅部分の床面積の合計につ 

 いて、前項第１号イ(ｲ)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ

当該手数料の金額 

ウ  住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として書面を交付する場

合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  

 

 

 

(ｱ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号イに

適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る１棟の建

築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項第１号ウ(ｱ)に掲げ

る床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 

 

(ｲ) 当該計画に係る建築物について基準省令第１条第１項第１号ロに

適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 当該計画

に係る１棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項第１

号ウ(ｲ)に掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の

金額 

 (ｳ) (ｱ)及び(ｲ)に掲げる場合以外の場合 当該計画に係る１棟の建築

物の非住宅部分の床面積の合計について、前項第１号ウ(ｳ)に掲げる床

面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 

備考 

１ 住宅（共同住宅を除く。）の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途

に供する部分を有する一の建築物を単位として書面を交付する場合は、そ

れぞれの部分につき、ア及びウに規定する金額を合計した金額とする。 

２ 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有す

る一の建築物を単位として書面を交付する場合は、それぞれの部分につ

き、イ及びウに規定する金額を合計した金額とする。 

４ 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 



１１ 

 (1) 一戸建ての住宅又は複合建築物（住宅の戸数が１戸のものに限る。ア、

イ及びウにおいて同じ。）の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額（評価機関審査を受けた場合

にあっては、７，０００円） 

  ア イ及びウに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象であ 

 る一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 

   (ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル以

内のもの 

４０，４００円

  (ｲ) 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの 

４４，９００円

  イ 基準省令第１０条第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に

適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を

申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は

複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額 

  (ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル以

内のもの 

３０，６００円

 (ｲ) 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの 

３３，７００円

 ウ 基準省令第１０条第２号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての

住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げ

る当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の

床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  (ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル以

内のもの 

２１，６００円

 (ｲ) 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの 

２３，２００円
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 (2) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物（住宅の戸数が１戸

のものを除く。第３号及び第４号において同じ。）の住宅部分の認定を申

請する場合（第３号及び第４号に掲げる場合を除く。） 当該申請に係る 

 １棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定め

る金額にイに定める金額を加えた金額（住戸以外の部分を有さない建築物

又は基準省令第１４条第２項第２号に掲げる住宅にあっては、アに定める

金額） 

  ア  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅

部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの ７９，７００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、１２，２

００円） 

  (ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの １３１，０００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、２４，２

００円） 

  イ  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建

築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

   (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの 

７９，７００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、１２，２

００円） 

   (ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

１３１，０００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、２４，２

００円） 
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 (3) 基準省令第１０条第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適

合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分

に係る認定を申請する場合 当該申請に係る１棟の建築物の共同住宅等

又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を

 加えた金額（住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金

額） 

  ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅 

 部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

   (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの ５９，４００円 

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、１２，２

００円） 

(ｲ) 住宅の戸数が５戸以上１５戸以内のも

の 

９８，８００円 

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、２４，２

００円） 

 イ  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建

築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

  (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの 

５９，４００円 

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、１２，２

００円） 

 (ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

９８，８００円 

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、２４，２

００円） 

 (4) 基準省令第１０条第２号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の

用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場 
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 合  当該申請に係る１棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部

分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額（住戸以外の

部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額） 

  ア 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅 

 部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの ３９，２００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、１２，２

００円） 

 (ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの ６６，５００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、２４，２

００円） 

  イ  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建

築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

  (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの 

３９，２００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、１２，２

００円） 

(ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

６６，５００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、２４，２

００円） 

 (5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を

申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 ア  基準省令第１０条第１号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の

用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請す

る場合 次に掲げる当該申請に係る１棟の建築物又は複合建築物の非 
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 住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの 

２５９，０００円

（ 判 定 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、１２，２

００円） 

 (ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

３２４，０００円

（ 判 定 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、２０，１

００円） 

  イ  基準省令第１０条第１号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の

用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請す

る場合 次に掲げる当該申請に係る１棟の建築物又は複合建築物の非

住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの 

１００，０００円

（ 判 定 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、１２，２

００円） 

 (ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

１２６，０００円

（ 判 定 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、２０，１

００円） 

 備考 

１ 複合建築物（住宅の戸数が１戸のものに限る。）の全体の認定を申請す

る場合は、第１号及び第５号に規定する金額を合計した金額とする。 

２ 複合建築物（住宅の戸数が１戸のものを除く。）の全体の認定を申請す

る場合は、第２号及び第５号、第３号及び第５号又は第４号及び第５号に

規定する金額を合計した金額とする。 

３ 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性

能の向上等に関する法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載されて 



１６ 

 いる場合にあっては、同項に規定する申請建築物（以下この項及び次項に

おいて「申請建築物」という。）及び同条第３項に規定する他の建築物（次

項において「他の建築物」という。）のそれぞれについてこの項の規定に

より算定した金額を合計した金額とする。 

４ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３０条第２項の

規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に建築物に

関する確認申請又は計画通知に係る手数料の項の規定により算定した金

額（申請建築物に係る手数料の金額に限る。）を加算した金額とする。 

５ 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 

(1) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変

更のみの場合 

１棟につき １，０００円

(2) 一戸建ての住宅又は複合建築物（住宅の戸数が１戸のものに限る。ア、

イ及びウにおいて同じ。）の住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額（評価機関審査を受けた

場合にあっては、７，０００円） 

 ア  イ及びウに掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象であ

る一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に

応じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル以

内のもの 

 ２３，８００円

 (ｲ) 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの 

２６，０００円

イ 基準省令第１０条第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に

適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認

定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅

又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

  (ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル以

内のもの 

１９，０００円



１７ 

 (ｲ) 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの 

 ２０，６００円

ウ 基準省令第１０条第２号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての

住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に

掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部

分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 (ｱ) 床面積の合計が２００平方メートル以 １４，０００円

 内のもの 

  (ｲ) 床面積の合計が２００平方メートルを

超えるもの 

 １４，８００円

(3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物（住宅の戸数が１戸

のものを除く。第４号及び第５号において同じ。）の住宅部分の変更認定

を申請する場合（第４号及び第５号に掲げる場合を除く。） 当該申請に

係る１棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに

定める金額にイに定める金額を加えた金額（住戸以外の部分を有さない建

築物又は基準省令第１４条第２項第２号に掲げる住宅にあっては、アに定

める金額） 

 ア  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅

部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

   (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの ４６，０００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、１２，２

００円） 

 (ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの ７８，１００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、２４，２

００円） 

 イ  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建

築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に



１８ 

 定める金額 

  (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの 

４６，０００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、１２，２

００円） 

 (ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

７８，１００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、２４，２

００円） 

 

(4) 基準省令第１０条第２号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適

合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分

に係る変更認定を申請する場合 当該申請に係る１棟の建築物の共同住

宅等又は複合建築物の住宅部分について、アに定める金額にイに定める金

額を加えた金額（住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、アに定め

る金額） 

 ア  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅

部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの ３６，２００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、１２，２

００円） 

 (ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの ６２，４００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、２４，２

００円） 

  イ  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建

築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

 



１９ 

  (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの 

３６，２００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、１２，２

００円） 

 (ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを ６２，４００円

 超えるもの  （ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、２４，２

００円） 

 (5) 基準省令第１０条第２号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の

用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請す

る場合 当該申請に係る１棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住

宅部分について、アに定める金額にイに定める金額を加えた金額（住戸以

外の部分を有さない建築物にあっては、アに定める金額） 

  ア  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅

部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

   (ｱ) 住宅の戸数が２戸以上４戸以内のもの ２５，４００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、１２，２

００円） 

 (ｲ) 住宅の戸数が５戸以上のもの ４５，１００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、２４，２

００円） 

  イ  次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建

築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額 

  (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの 

２５，４００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た



２０ 

 場合にあっては、１２，２

００円） 

 (ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

４５，１００円

（ 評 価 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、２４，２

００円） 

 (6) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認

定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金

額 

  ア  基準省令第１０条第１号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の

用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申

請する場合 次に掲げる当該申請に係る１棟の建築物又は複合建築物

の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

  (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの 

１３５，０００円

（ 判 定 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、１２，２

００円） 

 (ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

１７２，０００円

（ 判 定 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、２０，１

００円） 

  イ  基準省令第１０条第１号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の

用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申

請する場合 次に掲げる当該申請に係る１棟の建築物又は複合建築物

の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

   (ｱ) 床面積の合計が３００平方メートル以

内のもの 

５６，２００円

（ 判 定 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、１２，２

００円） 



２１ 

   (ｲ) 床面積の合計が３００平方メートルを

超えるもの 

７３，６００円

（ 判 定 機 関 審 査 を 受 け た

場合にあっては、２０，１

００円） 

 (7) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に新たな建築物を他の建築物

として記載して変更認定を申請する場合 前項（備考第３項及び備考第４

 項を除く。）の規定の例により算定した金額 

 備考 

１ 複合建築物（住宅の戸数が１戸のものに限る。）の全体の変更認定を申 

請する場合は、第２号及び第６号に規定する金額を合計した金額とする。

２ 複合建築物（住宅の戸数が１戸のものを除く。）の全体の変更認定を申

請する場合は、第３号及び第６号、第４号及び第６号又は第５号及び第６

号に規定する金額を合計した金額とする。 

３ 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律第２９条第３項各号に掲げる事項が記載さ

れている場合にあっては、当該計画の変更に係る建築物１棟ごとにこの項

の規定により算定した金額を合計した金額とする。 

４ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第３１条第２項に

おいて準用する同法第３０条第２項の規定による申出をする場合にあっ

ては、この項に規定する金額に建築物に関する確認申請又は計画通知に係

る手数料の項の規定により算定した金額（申請建築物に係る手数料の金額

に限る。）を加算した金額とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の岩見沢市手数料条例の規定は、施行日以後の申請

に係る手数料について適用し、施行日前の申請に係る手数料については、な

お従前の例による。 



  



１ 

議案第１０号 

 

岩見沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を 

定める条例及び岩見沢市指定地域密着型サービスの事業の 

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正 

について 

 

岩見沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び岩

見沢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 ７ 年 ３ 月 ３ 日提出 

 

岩見沢市長 松 野   哲   

 

岩見沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を 

定める条例及び岩見沢市指定地域密着型サービスの事業の 

人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改 

正する条例 

 

 （岩見沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正） 

第１条 岩見沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

  第１６条第１項第２号中「栄養士」の次に「又は管理栄養士」を加える。 

 （岩見沢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部改正） 

第２条 岩見沢市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例（平成２５年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  第１５１条第１３項中「事業所の生活相談員、栄養士」の次に「若しくは



２ 

管理栄養士」を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 



 

議案第１１号 

 

岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

 

岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

 

令和 ７ 年 ３ 月 ３ 日提出 

 

岩見沢市長 松 野   哲   

 

岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

 

 岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成４年条例第１７号）の一

部を次のように改正する。 

 

 別表第１家庭系廃棄物処理手数料の部燃やせるごみ燃やせないごみの項中

「２円」を「３円」に改め、同部処理施設搬入の項中「１００円」を「１５０

円」に改め、同表事業系廃棄物処理手数料の部中「１００円」を「１５０円」

に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年９月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表

第１の規定は、施行日以後に交付される指定袋及び処理施設に搬入される廃

棄物について適用し、施行日前に交付された指定袋及び処理施設に搬入され

た廃棄物については、なお従前の例による。 



  



１ 

議案第１２号 

 

岩見沢市国民健康保険条例の一部改正について 

 

岩見沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 ７ 年 ３ 月 ３ 日提出 

 

岩見沢市長 松 野   哲   

 

岩見沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

岩見沢市国民健康保険条例（昭和４８年条例第２６号）の一部を次のように

改正する。 

 

第１４条の６中「６５万円」を「６６万円」に改める。 

第１４条の６の１０中「２４万円」を「２６万円」に改める。 

第２２条第１項各号列記以外の部分中「６５万円」を「６６万円」に改め、

同項第２号中「２９万５千円」を「３０万５千円」に改め、同項第３号中「５

４万５千円」を「５６万円」に改め、同条第３項中「６５万円」を「６６万円」

に、「２４万円」を「２６万円」に改め、同条第４項中「６５万円」を「６６万

円」に改める。 

第２２条の５第１項各号列記以外の部分中「６５万円」を「６６万円」に改

め、同条第３項中「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」を「２６万円」

に改め、同条第４項及び第５項中「６５万円」を「６６万円」に改め、同条第

７項中「６５万円」を「６６万円」に、「２４万円」を「２６万円」に改め、同

条第８項中「６５万円」を「６６万円」に改める。  

 

附 則  

（施行期日） 



２ 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の岩見沢市国民健康保険条例の規定は、令和７年度 

以後の年度分の保険料について適用し、令和６年度以前の年度分の保険料に

ついては、なお従前の例による。 



１ 

議案第１３号 

 

岩見沢市水道事業給水条例の一部改正について 

 

岩見沢市水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

令和 ７ 年 ３ 月 ３ 日提出 

 

岩見沢市長 松 野   哲   

 

岩見沢市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

岩見沢市水道事業給水条例（昭和３１年条例第１号）の一部を次のように改

正する。 

 

第４条第１号中「１箇所」を「１か所」に改める。 

第１１条本文中「１箇所」を「１か所」に改め、同条ただし書中「２箇所」

を「２か所」に改める。 

第３３条第１号中「の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生

工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、」を削り、「若しく

はこれに相当する課程を修めて卒業した後、２年以上水道」を「又はこれに相

当する課程を修めて卒業した後、３年以上水道、工業用水道、下水道、道路又

は河川（以下この条において「水道等」という。）」に改め、「経験を有する者」

の次に「（１年６か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者に限る。）」を加え、同条第２号中「の土木工学科」を削り、「これ」を「旧大

学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれら」に改め、

「において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目」を削り、「３年

以上水道」を「４年以上水道等」に改め、「経験を有する者」の次に「（２年以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同

条第３号中「旧専門学校令（明治３６年勅令第６１号）による専門学校」の次



２ 

に「（次号において「短期大学等」という。）」を加え、「水道」を「水道等」に

改め、「経験を有する者」の次に「（２年６か月以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者に限る。）」を加え、同条第４号から第８号までを次

のように改める。 

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程

を修めて卒業した後（専門職大学前期課程にあっては、修了した後）、６年

以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（３年以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭

和１８年勅令第３６号）による中等学校（次号において「高等学校等」と

いう。）において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、７年

以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（３年６か月

以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程

を修めて卒業した後、８年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者（４年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者に限る。） 

(7) １０年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者（５年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限

る。） 

(8) 第１号又は第２号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科に

おいて１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又

は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了し

た後、第１号の卒業者にあっては２年以上、第２号の卒業者にあっては３

年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（第１号の

卒業者にあっては１年以上、第２号の卒業者にあっては１年６か月以上水

道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

第３３条第８号の次に次の３号を加える。 

(9) 外国の学校において、第１号から第６号までに規定する課程に相当する

課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以
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上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道等に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者（それぞれ当該各号に規定

する水道等の最低経験年数の２分の１以上水道に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者に限る。） 

(10) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による第２

次試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道及び工業

用水道を選択したものに限る。）であって、１年以上水道等に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者（６か月以上水道に関する技術上の実務

に従事した経験を有する者に限る。） 

(11) 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３４条第１項及び第

２項の規定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した者であっ

て、３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（１

年６か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限

る。） 

第３４条第１項第１号中「の規定により布設工事監督者となる資格」を「第

１号、第３号又は第５号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又

はこれらに相当する課程を修めて卒業した後（専門職大学前期課程にあっては、

修了した後）、同条第１号に規定する学校を卒業した者については３年以上、同

条第３号に規定する学校を卒業した者（専門職大学前期課程にあっては、修了

した者）については５年以上、同条第５号に規定する学校を卒業した者につい

ては７年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験」に改め、同項第２号

中「及び第４号」を「又は第５号」に改め、「土木工学以外の」を削り、「に関

する学科目又はこれらに相当する学科目」を「の課程又はこれらに相当する課

程（土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。）」に、「同条第

４号」を「同条第５号」に改め、同項第４号中「第４号」を「第５号」に、「学

科目」を「課程」に改め、同項第５号中「外国の学校において、」の次に「前条

第１号若しくは」を加え、「学科目」を「課程」に、「各号の学校」を「各号に

規定する学校」に改め、同項第６号の次に次の２号を加える。 

(7) 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に

合格した者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。）
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であって、１年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(8) 建設業法施行令第３４条第１項及び第２項の規定による土木施工管理

に係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者 

第３４条第２項中「１，０００立方メートル」を「１０，０００立方メート

ル」に改め、「前項」の次に「第１号中「３年以上」とあるのは「１年６か月以

上」と、「５年以上」とあるのは「２年６か月以上」と、「７年以上」とあるの

は「３年６か月以上」と、同項」を加え、「６箇月」を「６か月」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置）  

２ 平成３１年３月３１日以前に行われた技術士法（昭和５８年法律第２５号）

第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に係るものに合

格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例に

よる改正後の岩見沢市水道事業給水条例第３３条第１０号及び第３４条第

１項第７号の規定の適用については、同法第４条第１項の規定による第２次

試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として

上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。 

 



議案第１４号  

 

工事基本協定の締結について  

 

次のとおり工事基本協定を締結する。  

 

  令和  ７  年  ３  月  ３  日提出  

 

岩見沢市長 松  野    哲    

 

１ 協 定 の 目 的 高速道路跨道橋撤去工事 

 

２  協 定 の 金 額 ４７５，６２９，０００円 

 

３  協定の相手方  札幌市厚別区大谷地西５丁目１２番３０号 

東日本高速道路株式会社北海道支社  

支社長 堀    圭  一  
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議案第１４号 参考資料２  

 

高速道路跨道橋撤去工事の概要 

 

１ 工事場所  岩見沢市緑が丘  

 

２ 規 模 (1) モズ橋   

橋長４４．６４メートル、幅員７．０メートル 

(2) アオサギ橋  

橋長４５．５４メートル、幅員８．５メートル  

 

３ 工事内訳   高速道路を跨ぐ老朽化した橋梁の撤去  

 

４ 予定工期   令和７年度から令和１１年度まで  

         

５ 予 算 額 令和６年度予算額              ０ 円  

 令和６年度債務負担行為限度額（令和７年度～令和１１  

 年度）          ４７５，８００，０００円  

  

６ 本議案の協定金額    ４７５，６２９，０００円  



  



議案第１５号 

 

市道路線の廃止について 

 

 道路法第１０条第３項の規定により、市道の路線を次のとおり廃止する。 

 

令和 ７ 年 ３ 月 ３ 日提出 

 

岩見沢市長 松 野   哲 

 

廃止路線 

図面  

番号  

認定  

番号  

路  線  名  
区  

域  

起   点（地先）  幅員  

(m) 

延長  

(m) 

重要な  

経過地  

備考  

終   点（地先）  

①   2402 栗丘２号線 
栗沢町栗丘１２５－２ 3.63 

～ 27.27 

537 
 

 栗沢町栗丘１０１－１ 

 



議案第１５号　参考資料

JR栗丘駅
道道栗丘幌向停車場線

夕張川
　　　　　　　凡　　　　例

　　　　　　　　　　廃　　止

　　　　　　　　　　起　　点

　      　　　　　　終　　点

　　　 ①　　　　　栗丘２号線

①



  


